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国立大学法人群馬大学 第４期中期目標 

 

（前文）法人の基本的な目標 
本学は、北関東を代表する総合大学として、二十一世紀を多面的かつ総合的に展望し、地球

規模の多様なニーズに応えるため、新しい時代の教育及び研究の担い手として、（１）新しい困
難な諸課題に意欲的、創造的に取り組むことができ、幅広い国際的視野を備え、かつ人間の尊
厳の理念に立脚して社会で活躍できる人材を育成すること、（２）教育及び研究活動を世界的水
準に高めるため、国内外の教育研究機関と連携し、世界の英知と科学・技術の粋を集め、常に切
磋琢磨し、最先端の創造的な学術研究を推進すること、（３）教育及び研究の一層の活性化と個
性化を実現するため、大学構成員の自主性、自律性を尊重し、学問の自由とその制度的保障で
ある大学の自治を確立するとともに、それに対する大学としての厳しい自己責任を認識し、開
かれた大学として不断の意識改革を行うことを基本理念に掲げ、以下の目標を設定する。 
① 教育においては、1）教養教育、学部専門教育、大学院教育を通して、豊かな人間性を備

え、幅広い視野と旺盛な探究心を持ち、基礎知識に裏打ちされた深い専門性を有する人材、
地域社会での活動及び国際交流活動を推進できる人材を養成する。2）この人材養成のため
に、学生の勉学を促進する学習環境を整備する。3）社会人の学び直しの機会、より高度な
専門知識、分野横断的な知識の修得の機会を提供する。 

② 研究においては、1）未来先端研究機構及び生体調節研究所を本学の戦略的重点分野の研
究を推進するプラットフォームとして、多様な学術領域での独創的な研究を国内外の大学・
研究機関と連携して進める。2）国際的な研究推進・人材育成のネットワークを構築し、研
究拠点を形成する。3）最先端の研究をイノベーションに結びつけるために、産業界や自治
体等との共同研究・共同事業を推進する。4）各研究者の学術活動の高度化に向け、研究支
援体制を強化する。 

③ 社会貢献においては、1）地域の文化を育み、豊かな社会を創るため、知の拠点として学
内外の関係機関と連携した活動を行う。2）社会の多様なニーズに応え、産業の創出・展開
に貢献し、本学の知を社会に還元する。3）地域の教育、医療を担う中核として、関係機関
と連携した活動を進める。 

④ 国際交流においては、1）海外からの留学生の受入れ及び学生の海外留学を促進し、多文
化共生の理念の理解を促す活動を推進する。2）教職員の国際交流を活発に行い、学術面で
の国際交流活動を積極的に展開する。 

⑤ 大学運営においては、1）学長のリーダーシップの下に経営戦略を明確にし、学内資源の
戦略的・機動的な配分により、社会のニーズに応えられる大学運営を行う。2）学内での情
報の共有化と統合化を進め、効果的な教育・研究体制を構築する。3）国内外への情報発信
に努め、社会との相互信頼・協力関係を強化する。4）多様な人材の登用や業務の適正化等
により、教職員のダイバーシティを推進し、人材の有効活用を促進する。5）不断の点検・
評価と改革を行い、ステークホルダーを尊重する法人運営により、大学の活力を維持・発展
させる。 

 
◆ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和 10 年３月 31 日までの６年間とする。 
 
Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 
 
１ 社会との共創 
 
【１】人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産業、製造業、サービス産業

等）の生産性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の課題解決のために、地方自治
体や地域の産業界をリードする。① 

 
２ 教育 
 
【２】特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的な思考の枠組みを身に付

けさせるとともに、視野を広げるために他分野の知見にも触れることで、幅広い教養も身
に付けた人材を養成する。（学士課程）⑥ 
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【３】研究者養成の第一段階として必要な研究能力を備えた人材を養成する。高度の専門的な
職業を担う人材を育成する課程においては、産業界等の社会で必要とされる実践的な能力
を備えた人材を養成する。（修士課程）⑦ 

 
【４】深い専門性の涵養や、異なる分野の研究者との協働等を通じて、研究者としての幅広い

素養を身に付けさせるとともに、独立した研究者として自らの意思で研究を遂行できる能
力を育成することで、アカデミアのみならず産業界等、社会の多様な方面で求められ、活
躍できる人材を養成する。（博士課程）⑧ 

 
【５】特定の職業分野を牽引することができる高度専門職業人など、社会から求められる人材

を養成する。（専門職学位課程）⑨ 
 
【６】医師や学校教員など、特定の職業に就く人材養成を目的とした課程等において、当該職

業分野で必要とされる資質・能力を意識し、教育課程を高度化することで、当該職業分野
を先導し、中核となって活躍できる人材を養成する。⑩ 

 
【７】学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後のネットワーク化、海外の

大学と連携した国際的な教育プログラムの提供等により、異なる価値観に触れ、国際感覚
を持った人材を養成する。⑫ 

 
３ 研究 
 
【８】真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究と個々の研究者の内在的

動機に基づいて行われる学術研究の卓越性と多様性を強化する。併せて、時代の変化に依
らず、継承・発展すべき学問分野に対して必要な資源を確保する。⑭ 

 
【９】地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現に寄与するため、研究

により得られた科学的理論や基礎的知見の現実社会での実践に向けた研究開発を進め、社
会変革につながるイノベーションの創出を目指す。⑮ 

 
【10】若手、女性、外国人など研究者の多様性を高めることで、知の集積拠点として、持続的に

新たな価値を創出し、発展し続けるための基盤を構築する。⑰ 
 
４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 
 
【11】国内外の大学や研究所、産業界等との組織的な連携や個々の大学の枠を越えた共同利用

・共同研究、教育関係共同利用等を推進することにより、自らが有する教育研究インフラ
の高度化や、単独の大学では有し得ない人的・物的資源の共有・融合による機能の強化・拡
張を図る。⑱ 

 
【12】世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定的に提供

することにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医療分野を先導し、
中核となって活躍できる医療人を養成する。（附属病院）⑳ 

 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
  
【13】内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすための仕組み

の構築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等により、学長のリー
ダーシップのもとで、強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 
【14】大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有資産を最大

限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・共用を進め、地域・社会
・世界に一層貢献していくための機能強化を図る。㉒ 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 
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【15】公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリス
ク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究成果の活用促進の
ための出資等を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せて、
目指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分の最
適化を進める。㉓ 

 
Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に

係る情報の提供に関する事項 
 
【16】外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可視化

するとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経営方針
や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展へ
の貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対話
を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。㉔ 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 
 
【17】AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術の活用や、マイナ

ンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化するとと
もに、事務システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体制
を整備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

 

 




